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１ ねらい 

 ○ 山口県が進める「こどもや子育てにやさしい休み化改革」の一環として、県内の公立学校

に通う子どもたちが、休業日以外でも家族とともに、校外で体験や探究の活動を行える「家

族でやま学の日」を導入し、家族で過ごせる仕組みを構築すること。 

 ○ 「やまぐちで学ぶ」、「やまぐちを学ぶ」ことで、山口への愛着を深めること。 

 

２ 概要 

○ 校外での自主学習活動として位置付け、「欠席」扱いとはせず「出席停止・忌引等」の扱い 

となります。保護者等の休暇に合わせて取得することができます。 

○ 活用の１０日前を目途に、お子様を通じて学級担任にご相談ください。承認できるようで

あれば申請用紙をお渡しします。 

 ○ 導入時期は、令和６年６月３日からを予定しています。 

 ○ 活用できる日数は、年間３日までです。（１日単位でも、連続でも構いません） 

 ○ 学校ごとに学校行事や定期考査など実情に応じ、活用できない日を定めています。 

 ○ 「家族でやま学の日」を活用したことで受けられなかった授業の学習内容は、家庭学習で

補うこととなります。 

 

３ その他の留意点 

〇 「家族でやま学の日」に関する事後の報告等は求めませんが、各御家庭で今後の学びにつ

ながる「振り返り」を実施してください。 

 

４ 「家族でやま学の日」の活動のポイント 

○ 家族で「一緒に過ごす時間」が大切です。 

○ 「何のために、何を学ぶか」を事前に子どもと一緒に話し合ってみてください。 

○ 遠くに行かなくても、身近な地域にも「学びの種」はあふれています。 

 

５ 活用例 
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